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１．環境保全に関する基本方針
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２．環境管理体制の整備



ShinMaywa Industries, Ltd. 03

課題抽出結果に基づく、環境保全活動計画（※航空機事業部全体：一部抜粋）

３．重点課題に係る計画

（CO2）
電力：26,837千kWh/年 以下
ガス： 1,622千N㎥ /年 以下 （廃プラ）

注記：本項内のCO2排出量に係る「電気事業者から供給された電力」のCO2排出係数は、法・条例に基づき報告する値とは
異なる「社内基準」を適用しています。
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公害上の分類 管理項目 管理方法 公害防止のために講ずる措置・対策

大気汚染 ・ばい煙（窒素酸化物、ばいじん） ・ボイラ燃焼状態を定期的に監視測定 ・ばい煙の定期分析による異常有無を監視

・ボイラメーカによる定期点検、機器整備を継続

・揮発性有機化合物（VOC） ・塗装施設の排出揮発成分を定期的に監視測定 ・遠隔監視契約を継続し、最適な燃焼状態を維持

・稼働前点検、定期的なフィルタ清掃・交換を実施

（社内「大気管理基準」による）

水質汚濁 ・下水（生産系排水） ・排出水を定期的に監視測定 ・排出水の定期分析による異常有無を監視

・下水（生活系排水） ・施設の定期点検による予防保全

・雨水 ・有害物質流出防止のため24時間連続監視を継続

・雨水側溝の清掃、年1回の水質分析を実施

（社内「水質管理基準」による）

騒音 ・工場設備騒音 ・敷地境界付近の騒音を定期的に監視測定 ・設備稼働音の定期測定による異常有無を監視

振動 ・航空機エンジン運転騒音 ・エンジン運転時の騒音を定期的に監視測定 ・エンジン運転の日時順守、定期的に測定実施

悪臭

（社内「騒音・振動・悪臭管理基準」による）

産業廃棄物 ・産業廃棄物 ・廃棄物置場の定期的な巡視により飛散漏洩の防止 ・廃棄物置場の定期巡視による飛散漏洩の防止

・特別管理産業廃棄物 ・電子マニフェスト運用及び処理業者を定期的に視察 ・廃棄物処理業者の視察による適正処理確認

・事業系一般廃棄物

（社内「廃棄物管理基準」による）

土壌汚染 ・有害物質使用特定施設 ・特定施設を定期的に点検 ・特定施設の定期点検による予防保全

・特定施設床面をFRPやステンレスで浸透対策実施

（社内「土壌管理基準」による）

公害防止対策（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、産業廃棄物）

４．公害防止対策に係る計画
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５-１．電気・燃料等の前年度使用量及び今年度使用予定量

５．地球温暖化対策に係る計画

（甲南工場のみ：兵庫県条例に基づく実績／計画の報告より）
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５-２．基準年度と前年度及び今年度と2030年度の二酸化炭素の排出削減目標
（その他温室効果ガスが発生している場合はその排出量、排出削減目標も含む。）

５．地球温暖化対策に係る計画

注記：抑制率（％）：（当該年度排出量 － 基準年度（2017年度）排出量）／基準年度（2017年度）排出量
2030年度においては、基準年度（2017年度）実績の「38％低減」を目標としている。（既に達成している項目も継続して取組み）

（甲南工場のみ：兵庫県条例に基づく実績／計画の報告より）

[t-CO2] [t-CO2]
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５-３．目標達成のために講ずる措置・対策

５．地球温暖化対策に係る計画
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課題抽出結果に基づく、環境保全活動計画（一部抜粋）

６．その他環境保全活動に係る計画


